
JARL QRP Club 2018      年   Q  RP   コンテ  スト規約規約  

1. 開催日時 

2018 年 11 月 3 日(土) 0900JST ~ 2100JST

2. 主催 

JARL QRP Club (JARL 神奈川県支部登録クラブ クラブ No. 11-4-15)

3. 参加資格 

・　QRP で運用する運用するする国内のアマチュア無線局のアマチュア無線局アマチュア無線局

(JARL で運用するは QRP を空中線電力空中線電力 5W 以下と定めていますと定めています定めていますめています)

*ATT, Power Control 等で出力を低減したものも認めるで運用する出力を空中線電力低減したものも認めるしたものアマチュア無線局も認めるめる。

*個人局またはクラブ局を空中線電力一人で運用する運用するするものアマチュア無線局と定めていますする。

*特別記念局、特別局(8N,8J,8M で運用する始まる局まる局)は、エント規約リーされてもチェックログとして扱う。されてもチェックログとして扱う。と定めていますして扱う。う。

4. 交信相手局

    QRP で運用する運用するする国内のアマチュア無線局のアマチュア無線局アマチュア無線局

5. 使用する周波数、電波形式

・　1.9～50MHz のアマチュア無線局各アマチュアバンドアマチュアバンド ( JARL※JARL 主催コンテスト規約周波数に準ずる準ずるずる)

・　電信、電話

6. 参加部門 

(1) 電信電話シングとして扱う。ルバンド部門 種目：各アマチュアバンドバンド自作機/一般

(2) 電信電話マルチバンド部門 種目：マルチバンド自作機/一般

バンド 種目 コーされてもチェックログとして扱う。ド

ナンバーされてもチェックログとして扱う。

1.9MHz 自作機 H19

一般 G19

3.5MHz 自作機 H35

一般 G35

7MHz 自作機 H7

一般 G7

14MHz 自作機 H14

一般 G14

21MHz 自作機 H21

一般 G21

28MHz 自作機 H28

一般 G28

50MHz 自作機 H50

一般 G50

マルチ 自作機 HM

一般 GM

　　尚、一般部門と定めていますは、各アマチュアバンドバンドで運用する使用するする無線機のアマチュア無線局送受信部と定めていますもに準ずる「メーカ製」であるものを言う。メーされてもチェックログとして扱う。カ製」であるものを言う。製」であるものを言う。」で運用するあるものアマチュア無線局を空中線電力言う。う。



自作機部門と定めていますは、各アマチュアバンドバンドで運用する使用するする無線機のアマチュア無線局送受信部のアマチュア無線局何れか一方または両方が「メーカ製」以外のものれか一方または両方が「メーカ製」以外のもの一方または両方が「メーカ製」以外のものまたは両方または両方が「メーカ製」以外のものが「メーカ製」であるものを言う。メーされてもチェックログとして扱う。カ製」であるものを言う。製」であるものを言う。」以外のもののアマチュア無線局ものアマチュア無線局

を空中線電力言う。う。

「メーカ製」であるものを言う。メーされてもチェックログとして扱う。カ製」であるものを言う。製」であるものを言う。」のアマチュア無線局詳細な定義は次項参照。な定義は次項参照。定めています義は次項参照。は次項参照。

7. 定めています義は次項参照。

・ メーされてもチェックログとして扱う。カ製」であるものを言う。製」であるものを言う。と定めていますは、以下と定めていますのアマチュア無線局物を言う。を空中線電力言う。う。

- アマチュア無線機器メーカが製造し、完成させたもの。メーされてもチェックログとして扱う。カ製」であるものを言う。が製」であるものを言う。造し、完成させたもの。し、完成させたもの。させたものアマチュア無線局。

- 参加者以外のものが作製」であるものを言う。し、完成させたもの。させたものアマチュア無線局。

8. 交信方または両方が「メーカ製」以外のもの法 

(1) 呼び出し び出し 出し 

電話のアマチュア無線局場合　‥‥ CQ QRP コンテスト規約

電信のアマチュア無線局場合　‥‥ CQ QRP TEST

尚、呼び出し び出し 出し符号へのへのアマチュア無線局/QRP のアマチュア無線局付加は参加局のアマチュア無線局ポリシーされてもチェックログとして扱う。に準ずる委ねる。ねる。

(2) 交換ナンバーナンバーされてもチェックログとして扱う。

・　RS(T) + 自局のアマチュア無線局運用する場所を示す都府県地域ナンバー を空中線電力示す都府県地域ナンバー す都府県地域ナンバー ナンバーされてもチェックログとして扱う。 + QRP を空中線電力表すアルファベット「すアルファベット規約「メーカ製」であるものを言う。P」
・　RST が「メーカ製」であるものを言う。599」、自局のアマチュア無線局運用する場所を示す都府県地域ナンバー が北海道石狩地域ナンバー 「メーカ製」であるものを言う。106」のアマチュア無線局コンテスト規約ナンバーされてもチェックログとして扱う。は「メーカ製」であるものを言う。599106P」と定めていますする。
・　RS が「メーカ製」であるものを言う。59」、自局のアマチュア無線局運用する場所を示す都府県地域ナンバー が神奈川県「メーカ製」であるものを言う。11」のアマチュア無線局コンテスト規約ナンバーされてもチェックログとして扱う。は「メーカ製」であるものを言う。5911P」と定めていますする。

9. 得点 

・　完全な交信をな定義は次項参照。交信を空中線電力 1 点と定めていますする。

・　同一バンドで運用するのアマチュア無線局同一相手局は、電信、電話それぞれ 1 交信を空中線電力得点と定めていますして計上出来る。る。

10. 交信上のアマチュア無線局禁止事項 

・　JARL コンテスト規約規約に準ずる準ずるずる。

11. マルチプライヤーされてもチェックログとして扱う。 

相手局のアマチュア無線局運用する場所を示す都府県地域ナンバー を空中線電力示す都府県地域ナンバー す異なる都府県地域。但し、バンドが異なれば同一都府県地域であってもマルチプラな定義は次項参照。る都府県地域ナンバー 。但し、バンドが異なれば同一都府県地域であってもマルチプラし、バンドが異なる都府県地域。但し、バンドが異なれば同一都府県地域であってもマルチプラな定義は次項参照。れば同一都府県地域であってもマルチプラ同一都府県地域ナンバー で運用するあってもマルチプラ

イヤーされてもチェックログとして扱う。と定めていますする。

12. 総得点のアマチュア無線局計算方または両方が「メーカ製」以外のもの法 

〔当該または各バンドにおける得点の和〕　または各アマチュアバンドバンドに準ずるおける得点のアマチュア無線局和〕　×　〔当該または各バンドにおける得点の和〕　または各アマチュアバンドバンドで運用する得たマルチプライヤーされてもチェックログとして扱う。のアマチュア無線局和〕

13. 書類提出時のアマチュア無線局注意事項 

・　電信電話シングとして扱う。ルバンド部門、電信電話マルチバンド部門は、何れか一方または両方が「メーカ製」以外のものれか一方または両方が「メーカ製」以外のもの一方または両方が「メーカ製」以外のもののアマチュア無線局部門に準ずる申請できる。で運用するきる。

・　電信電話シングとして扱う。ルバンド部門は、複数のアマチュア無線局種目に準ずる参加し申請できる。で運用するきるが、同一バンドに準ずるおいては自作機/一般

何れか一方または両方が「メーカ製」以外のものれか一方または両方が「メーカ製」以外のもの一方または両方が「メーカ製」以外のものに準ずる申請できる。で運用するきる。

・　電信電話マルチバンド部門は、自作機/一般何れか一方または両方が「メーカ製」以外のものれか一方または両方が「メーカ製」以外のもの一方または両方が「メーカ製」以外のもののアマチュア無線局種目に準ずる申請できる。で運用するきる。

・　複数のアマチュア無線局種目に準ずる申請できる。する場合は、種目ごと定めていますのアマチュア無線局書類を空中線電力提出すること定めています。

・　クラブ局で運用するのアマチュア無線局参加は個人のアマチュア無線局コーされてもチェックログとして扱う。ルサインまたは運用する者を空中線電力明記のアマチュア無線局こと定めています。

14. 書類のアマチュア無線局提出 

・　提出する書類はログとして扱う。、サマリーされてもチェックログとして扱う。シーされてもチェックログとして扱う。ト規約および出し 補助資料。

・　補助資料は、自作機のアマチュア無線局場合は内のアマチュア無線局部が判る写真とする。ただし、キットの場合は機種名をサマリーシートにる写真とする。ただし、キットの場合は機種名をサマリーシートにと定めていますする。ただし、キット規約のアマチュア無線局場合は機種名をサマリーシートにを空中線電力サマリーされてもチェックログとして扱う。シーされてもチェックログとして扱う。ト規約に準ずる

記載すること。すること定めています。

・　メーされてもチェックログとして扱う。カ製」であるものを言う。ーされてもチェックログとして扱う。製」であるものを言う。のアマチュア無線局場合は機種名をサマリーシートにを空中線電力サマリーされてもチェックログとして扱う。シーされてもチェックログとして扱う。ト規約に準ずる記載すること。すること定めています。

・　ログとして扱う。のアマチュア無線局提出は電子メールを推奨する。メーされてもチェックログとして扱う。ルを空中線電力推奨する。する。

・　電子メールを推奨する。ログとして扱う。はテキスト規約形式で運用するのアマチュア無線局メーされてもチェックログとして扱う。ルのアマチュア無線局本文とし、メールのサブジェクトと定めていますし、メーされてもチェックログとして扱う。ルのアマチュア無線局サブジェクト規約(タイト規約ル)は、提出局のアマチュア無線局コーされてもチェックログとして扱う。ルサイン



と定めていますすること定めています。

・　サマリーされてもチェックログとして扱う。、ログとして扱う。シーされてもチェックログとして扱う。ト規約形式： JARL 形式(新・旧いずれでもよいいずれで運用するもよい)を空中線電力推奨する。するが Cabrillo 形式も可

・　参加されたご感想等で出力を低減したものも認めるを空中線電力是非お送り下さい。運用風景などの写真等大歓迎です。写真ともに公式サイトに掲お送り下さい。運用風景などの写真等大歓迎です。写真ともに公式サイトに掲下と定めていますさい。運用する風景などの写真等大歓迎です。写真ともに公式サイトに掲な定義は次項参照。どのアマチュア無線局写真とする。ただし、キットの場合は機種名をサマリーシートに等で出力を低減したものも認める大歓迎です。写真ともに公式サイトに掲で運用するす。写真とする。ただし、キットの場合は機種名をサマリーシートにと定めていますもに準ずる公式サイト規約に準ずる掲

載すること。します。

15. 書類提出締切 

    2018 年 11 月 23 日 (郵送は必着) 

メーされてもチェックログとして扱う。ルアドレス：contest(アット規約)jaqrp.org ( (アット規約)は@に準ずる置き換えるき換ナンバーえる)

郵送：〒064-0803

札幌市中央区南 3条西 20丁目 1-1-801

大久保 尚史 JA8DIQ (2017 年 QRP コンテスト規約係)

16. 賞

・　各アマチュアバンド種目のアマチュア無線局第一位に賞状を授与する。に準ずる賞状を授与する。を空中線電力授与する。する。

・　同点時は、最終交信時間が早い方とする。が早い方とする。い方または両方が「メーカ製」以外のものと定めていますする。

・　本コンテスト規約規約に準ずる違反したものは失格とする。したものアマチュア無線局は失格と定めていますする。

17. 結果発表すアルファベット「

・　公式サイト規約に準ずるて結果を空中線電力発表すアルファベット「する。

・　提出するログとして扱う。に準ずる返信用する封筒(郵便番号への、住所を示す都府県地域ナンバー 、氏名をサマリーシートにを空中線電力明記した長形 3 号へののアマチュア無線局封筒)と定めています 92円切手を空中線電力同封した局

に準ずるは結果、コメント規約集を送付する。を空中線電力送付する。

<公式サイト規約> JARL QRP Club  http://www2.jaqrp.org/contests/

以上

http://www2.jaqrp.org/contests/

